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第Ⅰ 北九州市政変革推進プラン策定の背景・趣旨等 

 

１．北九州市政変革推進プラン策定の背景・趣旨 

〇北九州市は現在、社会経済上及び財政上の様々な課題に直面しており、現在策定を進めて

いる新たな北九州市のビジョン（以下、「新たなビジョン」という）に基づいた行財政運営を、

将来にわたって着実に進めることができる行政組織とするため、その行財政運営のあり方を

変革する必要。 

〇今後の社会経済の変化に柔軟かつ機動的に対応できる住民サービスの提供主体として生ま

れ変わることで、北九州市民からの負託にしっかりと対応。 

〇また、これまで築き上げてきた北九州市の優位性や、北九州市が持つ地力、ポテンシャルを

最大発揮するという強い決意を持って、今後の行財政運営を実施。 

〇そのため、北九州市の市政変革の取組では、今までの行政視点の取組に加え、民間目線を

入れることで、今までとは異なる新しい視点、新しい手法によって取組を進め、単に予算を削

減するだけではなく、市政運営そのものの変革に繋げることを目標。 

〇「北九州市政変革の基本方針」（令和５年９月１日「北九州市政変革実行本部」決定）を踏ま

え、市政変革の取組手法及び対象項目等を具体的に記載した「北九州市政変革推進プラン」

（以下、「推進プラン」という）を令和５年度中に策定（毎年度の主要政策の経営分析の取組

結果を踏まえ、改定が必要な場合には、最低限の見直しを想定）。 

 

２．これまでの行財政改革の取組 

〇北九州市では平成に入って以降 

   ・北九州市行財政改革大綱（平成８～１５年度） 

・北九州市新行財政改革大綱（平成１６年度） 

・北九州市経営改革大綱（平成１７～２０年度） 

・北九州市経営プラン（平成２１年度～２５年度） 

・北九州市行財政改革大綱（平成２５～令和５年度予定） 

と、行財政改革に関する計画を策定し、社会経済情勢等を踏まえつつ、不断の取組を推進。 

〇現行の「北九州市行財政改革大綱」（平成２６年２月策定）では、北九州市の発展に資する施

策への重点化や、多様な行政需要等への対応、北九州市の財政をとりまく厳しい状況等を

踏まえ、より一層の「選択と集中」を行いながら、持続可能で安定的な財政の確立・維持に努

めていく観点から、 

    ・簡素で活力ある市役所の構築 

    ・外郭団体改革 

    ・官民の役割分担と持続的な仕事の見直し 

    ・公共施設のマネジメント 

 の４つの改革の柱に基づく行財政改革に取り組み、一定の成果。 
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第Ⅱ 北九州市の課題と市政変革の必要性 

 

１．複合的・構造的な課題等 

（１） 少子高齢化と人口減少 

〇令和５年４月１日時点の北九州市の推計人口は９１万８千人。 

〇６５歳以上の高齢者人口は２９万人、高齢化率は３１％、市民の約３人に１人が高齢者とな 

 っており、政令市の中で一番高齢化が進んでいる状況。 

〇一方、１５～６４歳の生産年齢人口は５２万５千人で、６５歳以上の高齢者人口と生産年齢

人口の比率を見ると１人の高齢者に対して１.８人の生産年齢人口となっており、高齢化率と

同様、政令市の中で一番高齢化が進んでいる状況。 

〇令和２年の北九州市の合計特殊出生率は１.４７となっており、全国平均１．３３を上回ってい

るものの、人口置換水準を下回る。  

〇北九州市の人口は、昭和５４年の１０６万８千人をピークに減少が継続。 

〇自然増減は、出生数が昭和４５年の２万１千人をピークに減少傾向にあり、令和４年は６千

人を下回る一方で、死亡数は増加傾向にあり、昭和４５年には６千人であったものが、令和

４年は１万３千人となっており、自然増減は７千人のマイナス。 

〇社会増減は、昭和４３年が▲１万５千人とマイナス幅が最も大きく、毎年の増減はあるもの

の、令和４年は、新型コロナウイルスの感染拡大に起因した入国制限の緩和などを受け、外

国人の転入者が増加したことにより、社会増減がマイナスに転じた昭和４０年以降、最もマ

イナス幅が小さい▲４８人。 

〇今後の北九州市の将来推計人口は、令和２７年に７７万１千人、生産年齢人口は、３９万５

千人まで減少。 

 

（２） 経済成長の停滞 

〇令和元年度における北九州市の市内総生産は約３兆８,０００億円で、１６政令市中１２位で、 

 福岡市の半分程度の額。 

〇市内総生産の平成２３年度から令和元年度までの増加率においても、１６政令市中１５位と 

なっており、政令市平均の７割程度の伸び率。 

〇北九州市と比較して、福岡市や他の政令市は、宿泊・飲食サービス業、情報通信業、専門・ 

科学技術サービス業等の増加率が高い。 

〇市内総生産産業別構成比は、政令市平均と比較して、第２次産業の割合が２７．０％と平均 

値の１７．０％に比べ高く、第３次産業の割合は平均値の８２．９％に比べ７２．８％と低い。 

〇令和２年における北九州市の製造品出荷額は約２兆１,０００億円、全国１５位であるものの、 

平成２３年から令和２年の間の増減率は、全国平均６．０％の増に対して０．７％の減となって

おり、比較的優位とされてきた北九州市の製造業も厳しい業況。 
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（３） 公共施設の老朽化対策 

〇昭和３８年の北九州市の五市対等合併当時は、時代の要請から全国的に積極的な社会 

資本整備が行われており、北九州市においても、当時の行政課題に応じて、五市の均衡を

図りながら、市営住宅、小・中学校、市民センター、図書館、スポーツ施設等の公共施設を

整備。 

〇その結果、北九州市の市民一人当たりの公共施設の延べ床面積は、平成２２年度時点で

約５．０㎡と政令市の中で最大であり、政令市平均値の１．５倍。 

〇北九州市が保有する公共施設の多くは、昭和４０年代から５０年代にかけて整備されてお

り、建築後３０年を経過した施設が半数を超えており、こうした施設の一部は、すでに老朽

化が進展、大規模改修や更新が必要な状況。 

〇公共施設をこのまま保有し続けた場合の将来的な大規模改修・更新にかかる費用を試算

したところ、「今後４０年間で、約１兆２,０４０億円が必要」という結果になっており、これを年

平均に換算すると毎年約３０１億円が必要。 

〇そのため北九州市では、平成２８年２月に公共施設マネジメント実行計画を策定し、市民の

安全・安心を確保し、子どもや孫の世代が安心して暮らせる地域社会を築いていくため、

真に必要な公共施設を安全に保有し続けることができる運営体制を目標。 

〇また、令和５年５月には、相次ぐ外壁落下に対応するため「市民の安全・安心を守る老朽化

対策チーム」を立ち上げ、公共施設及び公共インフラについて、これまでの予防保全の取組

を検証するほか、効果的な維持管理手法等を検討。 

 

２．新たなビジョン実現のための基盤となる行政組織を実現するための市政変革の取組 

〇新たなビジョンの「目指す都市像」については、 

 ①今、直面する社会課題にも果敢に挑戦し、同じ社会課題に、今後、直面する日本、アジア、

そして世界に解決の道筋を示し、これからも世界の発展に貢献 

 ②人口減少時代においても、「まちの成長」と「市民の幸福」の好循環を実現し、市民のウェル

ビーイングが充足されるロールモデル（成熟都市モデル）として、「世界の発展に貢献するま

ち」を実現 

 することなどを議論中。 

〇「目指す都市像」の実現に向けた「重点戦略」については、 

 ①「稼げるまち」の実現：人の熱さや産業の力といった北九州市のポテンシャルを最大発揮す

ることで、若い世代や女性の定着・移住による「稼げるまち（＝経済成長）」を実現 

 ②「ハイクオリティ」な都市づくり：民間投資などを促すことにより、質の高いサービス（観光、

文化など）や生活・教育環境が体感できる「ハイクオリティなまち」の実現 
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 ③市民の「安全・安心」な暮らしの確保：市民サービスや都市基盤を適切に維持・充実するこ

とで、子どもから高齢者、障害の有無、性別、国籍に関わらず、「安全に、安心して暮らせるま

ち」の実現 

 といった方向性を議論中。 

〇「新たなビジョン」に基づいた行財政運営を行っていく必要があり、そのための基盤となる行

政組織を実現するために市政変革が必要。 

 

３．未来への柔軟かつ機動的な投資が困難な財政状況 

〇北九州市の財政状況は、財政の硬直化を示す指標である経常収支比率が、政令市中高い

方から３番目、市民一人当たりの市税収入が政令市中少ない方から８番目、市民一人当たり

の市債残高が２０政令市中最も多いといった状況を踏まえると、他の政令市に比べ、財政基

盤は脆弱と言わざるを得ない状況。 

〇北九州市の財政状況に関する各種指標をクロス分析し、他の政令市と比較したところ、地方

公共団体の財政の強さに関する指標である財政力指数と、財政の硬直化を示す指標である

経常収支比率の比較では、北九州市は財政力が低く経常収支比率も高いグループ。 

〇市民一人当たりの市税収入と市債残高をクロス分析した比較では、両指標とも政令市平均

を下回り、地方公共団体の財政の健全性を示す指標である実質公債費比率と将来負担比

率のクロス分析した比較では、両指標とも政令市平均を下回っており、これらの分析結果を

踏まえると、非常に厳しい状況。 

〇令和５年５月に改訂した中期財政見通し(以下、｢令和５年見通し｣という)においても、高齢

化社会の進展等に伴う財政需要の増加や、過去に実施してきた投資的経費の償還費（公債

費）の高止まりに加え、昨今の外壁落下や老朽化対策にかかる維持補修費の増加などを想

定しており、仮に現状の歳入及び財政支出を継続した場合の財源調整用基金残高は、令和

９年度末には１３８億円まで減少すると推計していることなどを踏まえると、未来への柔軟かつ

機動的な投資は、非常に厳しい財政状況。 

 

４．市役所組織の変革 

〇北九州市は、複合的・構造的な課題等や未来への柔軟かつ機動的な投資が困難な財政状

況に加え、よりマクロな視点では、ロシアによるウクライナ侵略などにより国際情勢が悪化す

る中、為替リスクやエネルギー・食料価格等の高騰への対応、若年層の将来不安への対応、

雇用形態や年齢、性別等を問わず生涯を通じて自らの働き方を選択でき、格差が固定化さ

れない誰もが暮らしやすい包摂社会の実現、気候変動や新型コロナウイルス感染症の経験

を踏まえた持続可能な経済社会の構築など、国内外の歴史的・構造的な変化と課題にも直

面しており、私たちの意識の変化や社会変革が必要。 
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〇北九州市が、ポテンシャルを最大発揮し、再び成長軌道に乗せ、人と企業に選ばれる都市と

なるためには、将来に向けて、市役所職員一人ひとりが自ら課題を発見・分析し、「新たなビ

ジョン」に則した政策展開を市長のトップマネジメントにより迅速・柔軟に対応できる組織に

変革する必要。加えて、各事業所管部署においては、政策の有効性に関する客観的基準に

基づき、事業の改廃等を自ら判断できる仕組みづくりも必要。 
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第Ⅲ 市政変革の方向性、視点及び目標 

  

１．市政変革で目指す方向性 

〇市政変革の取組は、北九州市が直面している諸課題に的確に対応しつつ、「新たなビジョン」

において提示することとしている新しい時代の都市像や価値観を北九州市民が先駆的に実

感できるようにするために推進するもの。 

〇そのため、北九州市における行財政運営の基本原則及びその評価のための尺度として、以

下の方向性を定める。 

 

（１）「新たなビジョン」にベクトルを合わせた市政運営ができている 

    〇令和６年度以降の市政運営は、「新たなビジョン」及び重点戦略に則って展開することとな

るが、その際、 

     ①施策の評価、企画立案、実施の一連のサイクルが「新たなビジョン」等と整合していること 

②必要な財政資金の配分が施策の評価と連携し計画的に実施されること 

③施策の実施にあたり、柔軟かつ効率的な執行体制とすること 

を目指す必要。 

 

（２）財政状況を改善した上で、経済社会構造の変化に対応した柔軟で機動的な意思決定ができる 

〇北九州市の財政状況については、第Ⅱ-３にあるように、依然として非常に厳しい状況。 

〇今後の財政運営の見通しについては、令和５年見通しにおいて現時点で判明している地

方財政制度を踏まえ、一定の条件の下で当面５年間の試算を行っており、その中で、令和

９年度にかけて毎年１００億円を超える収支ギャップが生じるものと見込んでいるが、この

見通しの前提条件を変更する必要が生じた場合には、適宜その見直しを行っていく必要。 

〇このように、将来的に見込まれる収支ギャップを埋めた上で、市債残高を抑制するとともに、

義務的経費の増加が見込まれる中にあっても、税源の涵養に繋がる政策への重点化を図

るなど自主財源の確保に努め、歳入・歳出両面から財政の健全化を図る必要。 

〇今後、北九州市が第Ⅱ-４前段で述べたような、経済社会構造の変化に対応し、柔軟で機

動的な意思決定が可能となる行政組織に生まれ変わるためには、財政の健全性と有効性

を担保するため、北九州市の財政状況を維持できる程度の財政規模（大きさ）を適切にマ

ネジメントしつつ、「新たなビジョン」に則った予算配分の構造のあり方を定め（分け方）、さ

らには、費用対効果の高い事務事業の実施（使い方）に留意した財政運営を行うことが必

要。 
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（３）各事業所管部署が自主的に目標を設定し、自律的な経営判断を行い、事業実施できる 

〇政策を展開するにあたっては、自ら課題を発見・分析し、市長のトップマネジメントによる 

政策展開に迅速・柔軟に対応できる組織づくりが不可欠。 

〇そのため、経営的手法を取り入れた事業分析（以下、「主要政策の経営分析」という）の 

手法を確立し、各事業所管部署において、政策の有効性に関する客観的基準に基づいて

事業の改廃等を自ら判断できる組織体制を目指す。 

 

２．市政変革に取り組む際の主な視点 

〇市政変革の取組は、職員が担当事業の評価・分析を行う局面から、市長のトップマネジメント

により政策の改廃、立ち上げを行う場合まで、様々な局面において実践。 

〇いずれの局面においても立ち返るべき市政変革の基本原則を明確にすることが、変革の取

組の実効性を担保するためには必要不可欠。 

〇このため、これまで本市が取り組んできた行財政改革も参考にしながら、以下の視点を念頭

におき、具体的な市政変革の取組を推進。 

※下記の（１）～（６）に関する課題背景及び留意点については、「北九州市政変革の基本方針」

を参照。 
 

（１）視点１：市民のニーズや社会経済情勢の変化への対応 

 

（２）視点２：効率性・生産性、費用対効果 

 

（３）視点３：他の政策との重複の有無 

 

（４）視点４：実施水準及び対象範囲の妥当性 

 

   （５）視点５：ＤＸの推進 

 

   （６）視点６：官と民の役割分担、公民連携 

 

３．市政変革の取組に係る目標の設定 
 

（１）目標１：「新たなビジョン」の実現に向けた予算配分の最適化の実現 

 〇「新たなビジョン」における「目指す都市像」に向けた重点戦略の柱である「稼げるまち」の実

現、「ハイクオリティ」な都市づくり、市民の「安全・安心」な暮らしの確保を推進するための

施策に対して重点的に財源を配分。 

 〇財源の配分状況は、毎年度の予算編成プロセスの中でわかりやすいかたちで公表。 
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（２）目標２：財政の健全化の推進 

 〇市政変革の取組を通じて財政の健全化にも取り組むこととし、具体的には以下の項目を目

指す。 

  ①令和５年見通しにおける今後の収支ギャップ（毎年１００億円超）の改善 

  ②また、市債の発行抑制等に努めることで、市債残高の着実な削減に取り組み、財政の健

全性に関する指標については、中・長期的に他の政令市の財政状況との比較において本

市の状況を改善 
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第Ⅳ 市政変革を進めるための具体的な手段 

 

１．予算事務事業の棚卸し 

〇市政変革に着手するにあたり、まず令和５年度の予算事務事業をベースに、その存在意義や

あり方などについて、市民ニーズや社会経済情勢の変化、生産性・費用対効果、官と民の役

割分担などの視点から点検。 

〇具体的には、事業所管部署が有する業務経験や知見を活かした予算事務事業の自己点検

に加え、予算編成作業を通じて令和５年度に予算事務事業の棚卸しを行い、見直しを行った

ものは令和６年度予算等に反映。 

〇令和６年度以降は、予算事務事業の棚卸しや後述の主要政策の経営分析（以下、「経営分析」

という）で整理することとしている成果指標（KPI）（以下、「KPI」という）等に基づく事業評価

を行うとともに、主要政策の経営分析における EBPM サイクルを確立。 

 

【実施方法】 

①予算事務事業ごとに事業実施における現状や課題等を踏まえ、事業所管部署において

事業見直しの方向性やその内容を点検。 

②点検結果を基に、各課及び予算事務事業ごとに KPI の設定を検討。 

③設定した KPI に基づき事業実施後に評価を行い、評価結果に基づき次年度以降実施

する事業を見直し。 

 

【対象事業】 

全会計に属する全ての予算事務事業が対象（約３，０００事業を対象）。 

 

２．主要政策の経営分析 

〇予算事務事業の棚卸しの実績も活用し、相互に関連する事業を１つのまとまり（以下、「事業

クラスター」という）として経営的手法を取り入れた主要政策の経営分析を順次実施。 

〇経営分析では、北九州市の政策や事業の現状を客観的に把握し、強みや課題等を整理した

上で、改革案の検証、今後の取組案を提示。 

 

【基本的事項】 

〇「選択と集中」の観点から、未来への投資を行うことができるよう、事業クラスターを構成す

る事務事業間の優先順位付け。 

〇「新たなビジョン」実現に資する観点から充実・強化することも検討。 

〇職員が経営分析の考え方や手法を十分理解できるよう、研修の場等を設定。 

〇早期に着手できる取組については、推進プランの策定前であっても、その取組をスタート。 
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【事業クラスターの考え方】 

〇事業クラスターについては、以下のような考え方でその構成する事務事業を整理。 

①「財政の模様替え・財政の健全化」に関するもの 

政策目的や分野が同一とみなされる事務事業のまとまり 

②「歳入確保」に関するもの 

歳入確保の手段で、統一的に分析することが効率的であるまとまり 

③「契約」に関するもの 

契約事務及び指定管理者制度 

④「「新たなビジョン」の実現に向けた挑戦する市役所づくり」に関するもの 

市役所組織や人員体制に関する事項のまとまり 

 

【具体的な事業クラスターの例】 

①「財政の模様替え・財政健全化（歳出項目）」に関するもの 

a プロジェクト別事業クラスター 

防災関係、生活安全関係、広報関係、技術管理関係、居住関係、国際関係、大学関係、

市役所内部関係、女性活躍関係、地域振興関係、スポーツ関係、文化関係、 

地域福祉関係、健康・医療関係、保健衛生関係、子育て支援関係、環境関係、 

産業振興関係、観光関係、農林水産関係、交通関係、港湾関係、消防関係、 

学校教育関係 

b 公共投資（投資的経費の水準、施設分野別事業費の水準等） 

c 公共施設（公共施設マネジメント実行計画） 

d 公営企業会計事業 

e 外郭団体 

f 補助金・負担金 

②「歳入確保」に関するもの 

a 使用料・手数料 

b ネーミングライツ 

c その他の歳入確保策（市有財産活用、ふるさと納税等） 

③「契約」に関するもの 

a 契約事務 

b 指定管理者制度 

④「「新たなビジョン」の実現に向けた挑戦する市役所づくり」に関するもの 

a 組織改革、人事制度改革（人材確保、人材育成、評価等）、 

意識改革（女性のヘルスケア取組強化） 
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b 市役所 DX の推進 

窓口業務のデジタル化（スマらく区役所サービスプロジェクト）、 

DX 人材育成（ローコードツールの本格導入）、オフィス環境改善 

c 自律的な予算編成（予算編成において、各局の経営によって財源を充当できるようにす 

る仕組みや、市長が総合調整するために活用できる財源を確保する仕組み） 

 

【経営分析の流れ（主に歳出に関連する事業クラスターに適用させることを想定）】 

①現状整理 

予算事務事業の棚卸しで整理された KPI も活用しつつ、当該事業クラスターが置かれて

いる客観的状況を整理。 

②分析 

事業クラスターを構成する事務事業及びクラスター自体の分析を行う。その際には、政策

目的を明確化した上でデータ等の合理的根拠（エビデンス）に基づき作業を実施。 

③課題整理 

事業クラスターのアウトカム（成果・効果）を測定し、その評価を行うことによって、当該事 

業クラスター及びその構成事務事業の課題を整理。 

④改革案の検証 

課題を解決するための改革案を作成し、予測される効果を検証する。 

⑤今後の取組案の提示 

所要の予算案や条例改正を伴うものについては改正案、その他の事業についてはその 

執行方針を提示。 

※①～⑤のサイクルを確立することにより EBPM の導入を図る。 

 

【経営分析における EBPM サイクルの確立】 

〇市政変革の取組では、市役所自らが、自律的にデータ等の合理的根拠（エビデンス）に基

づく政策立案（EBPM）の手法等を用いて、事業の進捗や効果について目標や成果指標を

踏まえた点検を行い、事業の改善や見直しにつなげ、事業を効果的・効率的に実施。 

〇このため、経営分析の過程において、予算事務事業の棚卸しや主要政策の経営分析で整

理することとしている KPI（行政が提供・実施したサービスの量であるアウトプット及び行

政による事業の実施により市民等が受けた影響の度合いであるアウトカム）等を活用しな

がら、事業クラスター毎を基本として、当該政策の目的の達成に至る因果関係の仮説を示

すロジックモデルを作成し、施策の実施に必要な資源や、課題を解決するための具体的な

活動とその成果の達成に至るアプローチを可視化。 
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〇EBPM サイクルの確立に向けては、 

 ①現状整理・分析における、客観的なデータの収集やベンチマーキング、内部・外部環境の

分析等による事業クラスターの現状理解や初期的な市政変革の方向性となる仮説の検証 

 ②課題整理における、ロジックモデルや KPI ツリー（目標を達成するための要因を細分化

し、目標達成に向けた手段を可視化することで、具体的な目標の明確化を図る手法）等に

基づく目標・KPI の設定 

 ③改革案の検証における、改革案の影響・効果、因果関係等の試算 

など、取組全体を通じてデータ等の合理的根拠に基づく検証を行い、取組と成果や施策の

妥当性等を確認しながら実施。 

〇なお、EBPM サイクルは全ての事業クラスターにおいて実施するものではなく、事業クラス

ターで検討する内容やその性質等により、必要に応じた事業評価、EBPM サイクルの運用

手法を検討。 

 

【実施スケジュール】 

〇経営分析の手法は令和５年度内に確立し、推進プランに明記するとともに、以後適宜見直

し。 

〇経営分析は令和６年度以降順次実施することとするが、先行して実施する緊急性が高い

事業クラスターについては、今年度内から経営分析的手法を取り入れて変革の取組をスタ

ート。 

〇事業クラスターの着手順の考え方については、改革に要する期間や財政運営に与える影

響度合い等を勘案して整理することとし、推進プランに明記。 

 

３．「新たなビジョン」の実現に向けた挑戦する市役所づくり 

〇「新たなビジョン」の実現に向け、各事業所管部署が自主的に目標を設定し、自律的に事業

実施等の判断を行うとともに、限られた財源の投入先の最適化を目指し“財政の模様替え”

を市長のトップマネジメントの下で実現することができる組織体制（ガバナンスメカニズム）を

導入。 

〇その際、新しいプロジェクトに挑戦することに価値を見出すような職員の意識改革に加え、 

職員相互間のコミュニケーションが重要となることから、今後、その具体的方策を検討。 

〇「挑戦する市政」を目指すため、新たなビジョンにベクトルを合わせ、チャレンジや行動を評価

することにより、変革意識に満ちた組織を構築。 

〇「人材確保」、「人材育成」、「人事施策」に体系的・戦略的に取り組むことで、職員のエンゲー

ジメントの向上や組織の活性化の好循環を目指す。 
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【主な取組項目】 

①優秀な人材の確保 

効果的な広報戦略や採用手法等により、将来を支える多様な人材を確保。 

②成長を促す人材育成 

職員の自発的な学びを後押しする研修体系を確立し、評価や人事異動等との連携を推進

することにより、挑戦マインドや自学精神に溢れた職員を育成。 

③意欲を引き出す人事施策 

職員の挑戦と創意工夫を後押しするとともに、各局区における自主的・自律的な組織運営

の取組を促す人事施策（評価制度、表彰制度等）を確立。 

④市役所 DX の推進 

窓口業務のデジタル化（スマらく区役所サービスプロジェクト）、 

DX 人材育成（ローコードツールの本格導入）、オフィス環境改善 

⑤自律的な予算編成（予算編成において、各局の経営によって財源を充当できるようにす 

る仕組みや、市長が総合調整するために活用できる財源を確保する仕組み） 

 

 ４．令和５年度における市政変革の取組 

〇市政変革に着手するにあたり、まず令和５年度の予算事務事業をベースにその存在意義や

あり方などについて、市民ニーズや社会経済情勢の変化、生産性・費用対効果、官と民の役

割分担などの視点から点検（再掲）。 

〇具体的には、事業所管部署が有する業務経験や知見を活かした予算事務事業の自己点検

に加え、予算編成作業を通じて令和５年度に「予算事務事業の棚卸し」を行い、見直しを行っ

たものは令和６年度予算等に反映（再掲）。 

※推進プランでは具体的取組項目を記載 
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第Ⅴ 市政変革の着実な実施 

 

１．市政変革推進プランに基づくアクションプランの策定について 

〇令和６年度以降に検討を行う市政変革の取組は、推進プランに基づく具体的な取組項目と

課題、検討の方向性を定めた「（仮称）北九州市政変革アクションプラン」を毎年度策定。 

 

２．今後の行政評価について 

〇令和６年度以降の行政評価（令和６年度行政評価の公表は令和７年９月予定）は、現在策定

を進めている「新たなビジョン」に基づき実施。 

〇その際、予算事務事業の棚卸しで事務事業ごとに設定した KPI や、経営分析で事業クラス

ターごとに設定した目標や成果指標などを活用し、市役所自らの業務を検証するとともに、

検証結果に基づき不断の見直し。 

 

３．北九州市政変革推進プランの対象期間等 

〇推進プランに基づく取組は、２０２４（令和６）年度から２０２６（令和８）年度までの３年間の取

組を基本。 

〇但し、２０２７（令和９）年度以降の取組についてもその実効性を担保するため、必要な場合に

はプランに盛り込む。 

 

４．推進体制 

   〇市役所内部における市政変革の役割分担を明確にするとともに、市政変革の着実な実行と

意思決定プロセスの明確化を図るため、市長を本部長とする「北九州市政変革実行本部」を

設置（令和５年９月１日）。 

   〇市政変革の透明性を確保するとともに、客観的・専門的立場からの視点を反映させるため、

「北九州市政変革推進会議」を随時開催し、市政変革に関して広く意見を聞きながら取組を

推進。 

 


